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「埼玉県事業再構築支援センター」を開設 

 

―中小企業の皆様の事業再構築を後押しします― 
 

 中小企業がウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するためには、新

分野への展開、業態転換、事業再編など、思い切った事業再構築が必要です。 

 このたび、国の補助金申請などの支援により中小企業の事業再構築を促進するため、埼玉

県商工会議所連合会内に「埼玉県事業再構築支援センター」を開設し、同連合会及び埼玉県

商工会連合会に専門の支援員を配置します。 

 また、中小企業や支援機関向けに、事業再構築の必要性や計画策定のポイントなどを説明

する「事業再構築セミナー」を開催します。奮って御参加ください。 

 

 

１ 埼玉県事業再構築支援センターについて【１０月１５日から事業開始】 

（１）所在地 

   〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町１－７－５ ソニックシティ７階 

       （一社）埼玉県商工会議所連合会内 

 

（２）相談時間 

 10：00～16：00（土日祝日を除く） 

 

（３）相談の流れ 

①センター専任の支援員が相談を受け、相談内容に応じて計画策定支援を行う専門家 

 派遣（無料）を調整 

②専門家による事業計画策定支援により、国の事業再構築補助金の申請を支援 

 

（４）相談の申込先 

〈ＴＥＬ〉０４８－６５７－８２７１ 〈ＦＡＸ〉０４８－６４１－７８０４ 

〈Ｅ-mail〉jigyou-saikouchiku@cci-saitama.or.jp 

※電話番号は 11月 1日開通予定です。それまでの間は電子メールをご利用ください。 

 

２ 事業再構築セミナーについて 

（１）県内企業向け 

 〈日時〉令和３年１１月８日（月）１０：００～１１：３０ 

 

（２）県内認定支援機関（＊）向け 

 〈日時〉令和３年１１月２日（火）１４：００～１５：３０ 

 

  令和３年１０月２６日 

産業労働部 産業支援課 
経営革新支援担当 田辺、長谷川 

直通 048-830-3903 
内線 3903 

E-mail: a3770-04@pref.saitama.lg.jp 
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【（１）、（２）とも】 

〈場所〉大宮ソニックシティ 市民ホール（ハイブリッド開催） 

〈内容〉・センターの事業内容           

     ・事業再構築の必要性 

     ・支援事例の紹介 

     ・計画策定のポイント 

     ・国等の施策紹介 

 

＊認定経営革新等支援機関：商工会議所・商工会、金融機関、中小企業診断士等 

             全国 36,798、埼玉県内 1,456機関(R3.8.27現在） 

 

（３）セミナーの申込み先 

埼玉県事業再構築支援センターのホームページで申込方法を御確認の上、下記のアド
レスからお申し込みください。 

                                                             

https://jigyou-saikouchiku.cci-saitama.or.jp/ 
 

 
３ センター及びセミナーに関する問合せ先 

埼玉県産業労働部産業支援課 

〈ＴＥＬ〉０４８－８３０－３９０３ 

埼玉県事業再構築支援センター【10：00～16：00（土日祝日を除く）】 

〈ＴＥＬ〉０４８－６５７－８２７１ 〈ＦＡＸ〉０４８－６４１－７８０４ 

〈Ｅ-mail〉jigyou-saikouchiku@cci-saitama.or.jp 

  ※電話番号は 11月 1日開通予定です。それまでの間は電子メールをご利用ください。 

 


